
 
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

 
 

令
和
七
年
三
月
三
十
一
日 

 

広
島
県
知
事 

湯 
 

﨑 
 

英 
 

彦 
 

広
島
県
規
則
第
三
十
二
号 

 
 
 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

児
童
福
祉
法
施
行
細
則
（
昭
和
四
十
二
年
広
島
県
規
則
第
四
十
九
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す

る
。 次

の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 
 

（
措
置
費
等
の
請
求
等
） 

第
二
十
一
条 

里
親
は
、
法
第
五
十
条
第
七
号
又
は
第

七
号
の
三
に
掲
げ
る
費
用
の
各
月
分
の
支
払
を
請
求

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
月
の
翌
月
の
五
日
ま

で
に
、
別
記
様
式
第
十
九
号
に
よ
る
請
求
書
に
、
知

事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
並
び
に
小
規
模
住
居
型

児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助

事
業
を
行
う
者
（
里
親
を
除
く
。
）
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
設
置
者
等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
法

第
五
十
条
第
七
号
又
は
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る
費
用

の
支
払
は
、
一
月
、
四
月
、
七
月
及
び
十
月
の
各
月

に
そ
の
各
月
以
後
三
月
間
（
以
下
「
四
半
期
」
と
い

う
。
）
分
に
つ
い
て
概
算
払
の
方
法
に
よ
り
行
う
も

の
と
し
、
当
該
費
用
の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
設
置

者
等
は
、
当
該
月
の
五
日
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
二

十
号
に
よ
る
概
算
払
請
求
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め

る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
法
第
二
十
七

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
又
は
そ
の
保

護
者
に
対
す
る
指
導
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
法
第

五
十
条
第
六
号
の
四
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を
請
求

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
に

よ
る
請
求
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え

て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
負
担
金
の
交
付
申
請
） 

第
二
十
三
条 

市
町
長
は
、
法
第
五
十
一
条
第
二
号
の

二
、
第
三
号
及
び
第
五
号
の
費
用
に
対
す
る
県
の
負

担
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
負

担
金
の
交
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
の

三
月
十
日
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る

申
請
書
に
、
別
記
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
調
書
を

添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
措
置
費
等
の
請
求
等
） 

第
二
十
一
条 

里
親
は
、
法
第
五
十
条
第
七
号
に
掲
げ

る
費
用
の
各
月
分
の
支
払
を
請
求
し
よ
う
と
す
る
と

き
は
、
当
該
月
の
翌
月
の
五
日
ま
で
に
、
別
記
様
式

第
十
九
号
に
よ
る
請
求
書
に
、
知
事
が
必
要
と
認
め

る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

２ 

（
略
） 

３ 

児
童
福
祉
施
設
の
設
置
者
並
び
に
小
規
模
住
居
型

児
童
養
育
事
業
を
行
う
者
及
び
児
童
自
立
生
活
援
助

事
業
を
行
う
者
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
設
置
者

等
」
と
い
う
。
）
に
対
す
る
法
第
五
十
条
第
七
号
又

は
第
七
号
の
三
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
は
、
一
月
、

四
月
、
七
月
及
び
十
月
の
各
月
に
そ
の
各
月
以
後
三

月
間
（
以
下
「
四
半
期
」
と
い
う
。
）
分
に
つ
い
て

概
算
払
の
方
法
に
よ
り
行
う
も
の
と
し
、
当
該
費
用

の
請
求
を
し
よ
う
と
す
る
設
置
者
等
は
、
当
該
月
の

五
日
ま
で
に
、
別
記
様
式
第
二
十
号
に
よ
る
概
算
払

請
求
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類
を
添
え
て
知

事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

法
第
二
十
六
条
第
一
項
第
二
号
又
は
法
第
二
十
七

条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
児
童
又
は
そ
の
保

護
者
に
対
す
る
指
導
の
委
託
を
受
け
た
者
は
、
法
第

五
十
条
第
六
号
の
四
に
掲
げ
る
費
用
の
支
払
を
請
求

し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
別
記
様
式
第
二
十
二
号
に

よ
る
概
算
払
請
求
書
に
知
事
が
必
要
と
認
め
る
書
類

を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
負
担
金
の
交
付
申
請
） 

第
二
十
三
条 

市
町
長
は
、
法
第
五
十
一
条
第
三
号
及

び
第
五
号
の
費
用
に
対
す
る
県
の
負
担
金
の
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
当
該
負
担
金
の
交
付
を

受
け
よ
う
と
す
る
年
度
の
前
年
度
の
三
月
十
日
ま
で

に
、
別
記
様
式
第
二
十
四
号
に
よ
る
申
請
書
に
、
別

記
様
式
第
二
十
五
号
に
よ
る
調
書
を
添
え
て
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

２
・
３ 

（
略
） 



 
 

 
別
記
様
式
第
十
九
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。 

 



様式第 19号（第 21 条関係） 

措 置 費 等 請 求 書 

 ￥ 
 
 児童福祉法          の規定により   された児童等         のほか  名 

 

に対する     年  月分措置費等として、上記のとおり請求します。 
 

    年  月  日  

 広島県知事様 

郵便番号               

住 所                    

氏 名                    
 

内 訳 

費 目 単価又は所要額(円) 
延べ 

人員(人) 
金    額 (円 ) 備 考 

里 親 手 当     

一 般 生 活 費        

幼 稚 園 費        

学 習 指 導 費 加 算        

教

育

費 

一 般 教 育 費        

教 材 費        

交 通 費     

部 活 動 費     

学 習 塾 費     

入学時特別加算費 (特支高 )     

資格取得等特別加算費(特支高)     

大 学 等 受 験 支 援 費        

学 校 給 食 費        

見 学 旅 行 費        

夏 季 等 特 別 行 事 費        

入 進 学 支 度 金        

特

別

育

成

費 

特 別 育 成 費        

交 通 費     

入 学 時 特 別 加 算 費     

資格取得等特 別加算費     

補 習 費     

補 習 費 特 別     

期 末 一 時 扶 助 費        

冷 暖 房 費        

就 職 支 度 費        

大学進学等自立生活支度費        

職 業 補 導 費        

社会体験・就労体験事業費        

受 託 支 度 費        

医 療 費        

里 親 委 託 児 童 通 院 費        

予 防 接 種 費        

防 災 対 策 費        

視 力 矯 正 費        

合 計        

注 用紙の大きさは、日本産業規格 A 列 4 とする。 

 

措置 

委託 

第 27 条第１項第３号 

第 33 条の６第１項 



 
次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う
に

改
正
す
る
。 

 



改 正 後 改 正 前 

  
様式第22号（第21条関係） 

 

在 宅 指 導 委 託 費 請 求 書 

 

（略） 

 

 児童福祉法  
第 26 条第１項第２号 

の規定により委託された在宅指導に対する 
第 27 条第１項第２号 

   

 

費用として、上記のとおり請求します。 

 

（略） 

注 （略） 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

様式第22号（第21条関係） 
 

措 置 費 等 概 算 払 請 求 書 

 

（略） 

 

 第 27 条第１項第３号  措置された児童等に対する 

 児童福祉法  第 33 条の６第１項 の規定により  委託された児童等に対する 

 第 44 条の３第１項  行つた相談等に対する 

   

     年  月  日から  年  月  日までの措置費等として、上記のとおり請求しま

す。 

 

（略） 

注 （略） 

   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第24号（第23条関係） 

 

保育所運営費等市町分県費負担金交付申請書 

 

（略） 

１ （略） 

２ 申請額内訳 

施 設 種 別 申 請 額 

（略） （略） 

助 産 施 設 （略） 

家庭支援事業                                                     

（略） （略） 

 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第24号（第23条関係） 

 

保育所運営費等市町分県費負担金交付申請書 

 

（略） 

１ （略） 

２ 申請額内訳 

施 設 種 別 申 請 額 

（略） （略） 

助 産 施 設 （略） 

  

（略） （略） 

 

注 （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
様式第25号（第23条関係） 

   

  
       年度保育所運営費等市町分県費負担金所要額調書 

  

 

(略) 

 

注 １ 保育所、助産施設及び家庭支援事業の予定支弁総額については｢その他｣の欄に記載し、

助産施設については社会保険による控除額を当該欄下段に括弧書きすること。 

２ （略） 

 

区分 

施設 

種別 

予 定 支 弁 総 額 予定徴

収 金 

② 

差引県費

負担基本

額 

①-②=③ 

同左に対

する要県

費負担額 

④ 
事 務 費 生活諸費 採 暖 費 そ の 他 計 ① 

保 育 所 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

そ

の

他

分

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

助 産 施 設 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

家庭支援 

事    業 

  

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

    

 

 

    

 

 

     

 

 

    

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
様式第25号（第23条関係） 

 
  

       年度保育所運営費等市町分県費負担金所要額調書 
  

 
(略) 

 

注 １ 保育所及び助産施設の予定支弁総額については｢その他｣の欄に記載し、助産施設につい

ては社会保険による控除額を当該欄下段に括弧書きすること。 

    ２ （略） 

 

区分 

施設 

種別 

予 定 支 弁 総 額 予定徴

収 金 

② 

差引県費

負担基本

額 

①-②=③ 

同左に対

する要県

費負担額 

④ 
事 務 費 生活諸費 採 暖 費 そ の 他 計 ① 

保 育 所 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

そ

の

他

分

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

助 産 施 設 （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
様式第27号（第23条関係） 

  

  
    年度保育所運営費等市町分県費負担金変更所要額調書 

  

 

(略) 

区分 

 

 

施設種別 

変更後県費負担金所要額 
既 交 付 

決 定 額 

⑤ 

差 引 変 更 

分 所 要 額 

④－⑤ 

予 定 支 弁 

総 額 

① 

予 定 

徴 収 額 

② 

差引県費負担

基 本 額 

①－②=③ 

同左に対する

要県費負担額 

④ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

そ
の
他
分 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

助 産 施 設 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

家 庭 支 援 事 業 
 

        

 

        

 

        

 

       

 

        

 

      

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

注 （略） 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
様式第27号（第23条関係） 

  

  
    年度保育所運営費等市町分県費負担金変更所要額調書 

  

 

(略) 

区分 

 

 

施設種別 

変更後県費負担金所要額 
既 交 付 

決 定 額 

⑤ 

差 引 変 更 

分 所 要 額 

④－⑤ 

予 定 支 弁 

総 額 

① 

予 定 

徴 収 額 

② 

差引県費負担

基 本 額 

①－②=③ 

同左に対する

要県費負担額 

④ 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

そ
の
他
分 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

助産施設 （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

       

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） （略） （略） （略） 

 

注 （略） 

 
 



 
様式第30号（第24条関係） 

 

 
年度保育所運営費等市町分県費負担金精算書 

 

 

(略) 

区分 

 

 

 

 

 

 

施設種別 

実支 

出額 

寄附金

その他

の収入

額 

実支出額

から寄附

金その他

の収入額

を控除し

た額 

① 

支弁総額 徴収金 差引県費

負担基本

額 

①－③ 

又は 

②－③ 

④ 

同左に

対する

要県費

負担額 

⑤ 

県費負

担金交

付決定

額 

⑥ 

差引過不足

額 

⑤－⑥ 

事務 

費 

生活 

諸費 

採暖 

費 

その 

他 

計 

② 

徴収基

準によ

る額 

③ 

調定 

額 
超過額 不足額 

（略） 
（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

そ
の
他
分 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

助産 

施設 

（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

家庭 

支援 

事業 

 

 

   

 

 

    

 

 

     

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

   

 

 

    

 

 

   

 

 

    

 

 

    

 

 

    

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

（略） 
（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

 

注 １ 保育所、助産施設及び家庭支援事業の支弁総額については、｢その他｣の欄に記入し、助産施設については

社会保険による控除額を当該欄下段に括弧書きすること。 

 ２ （略） 

 
 

 
様式第30号（第24条関係） 

 

 
年度保育所運営費等市町分県費負担金精算書 

 

 

(略) 

区分 

 

 

 

 

 

 

 

施設種別 

実支 

出額 

寄附金

その他

の収入

額 

実支出額

から寄附

金その他

の収入額

を控除し

た額 

① 

支弁総額 徴収金 差引県費

負担基本

額 

①－③ 

又は 

②－③ 

④ 

同左に

対する

要県費

負担額 

⑤ 

県費負

担金交

付決定

額 

⑥ 

差引過不足

額 

⑤－⑥ 

事務 

費 

生活 

諸費 

採暖 

費 

その 

他 

計 

② 

徴収基

準によ

る額 

③ 

調定 

額 
超過額 不足額 

（略） 
（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

そ
の
他
分 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

助産 

施設 

（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

                

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

（略） 
（略

） 
（略） （略） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 

（略

） 
（略） 

（略

） 

（略

） 
（略） （略） 

 

注 １ 保育所及び助産施設の支弁総額については、｢その他｣の欄に記入し、助産施設については社会保険による

控除額を当該欄下段に括弧書きすること。 

  ２ （略） 

 
 



 

附 

則 

  
（
施
行
期
日
） 

１ 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
経
過
措
置
） 

２  

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
前
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
の
様
式
で
行
わ
れ 

て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
は
、
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
児
童
福
祉
法
施
行
細
則
に
規
定
す
る
様 

式
で
行
わ
れ
て
い
る
申
請
そ
の
他
の
手
続
と
み
な
す
。 


